
別表 指定自動車整備事業の申請（届出）の提出・添付書面一覧表

申 請 事 項 変 更 等 届 出 事 項

申請又は届出 指 指 対 そ 事業者 事 業 場 完 検又 自 廃 共又 使の 使の 兼る

定 定 象 の 成 査は 動 用は 用位 用名 任事

申 申 と 他 氏 住 名 所在地 検 用数 車 止 設名 契置 契称 自業

請 請 す 業 名 査 機 検 備称 約又 約・ 動場

（ る 務 又 所 称 行 移 場 械 査 届 の及 しは し型 車の

番 廃 自 の は 政 の 器 員 所び た面 た式 検名

止 動 範 名 上 転 位 具 の 有所 完積 検又 査称

新 車 囲 称 置 の 氏 者在 成 査は 員及

号 提出又は添付する書面及び 根拠条文 様式番号 規 の 又 名 名 の地 検 用数 常び

添付又は記載を省略することができる書面 ） 種 は 称 氏 査 機 駐所

類 面 ・ 名 場 械 し在

積 型 器 て地

式 具 い

１ 新規申請書 （規則第１条第１項） 第１号様式 ① ◯

２ 申請者（法人又は個人企業）及び事業場の沿革 （平成１４年国自整第６３号） ◯ ◯

３ 完成検査場の位置及び面積を記載した平面図等 （平成１４年国自整第６３号） 第１号様式（認証） ※ 1 ※ 1 ※ 1
４ 事業場組織図 （平成１４年国自整第６３号） ② ◯

５ 貸借対照表及び損益計算書 （規則第１条第２項第６号） ① ◯

６ 自動車検査員（選任・変更）届出書 （規則第１条第２項第４号） 第４号様式 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

（規則第４条及び第５号）

７ 変更（届出・申請）書 （平成１４年国自整第６３号） 第２号様式 ◯ ◯ ※ 2 ※ 2 ※ 2 ※ 2 ※ 2 ◯ ◯ ③ ◯ ◯

８ 廃止届出書 （平成１４年国自整第６３号） 第３号様式 ◯

検査用機械器具の基準適合性試験成績表(備付け後１年
９ （規則第１条第２項第３号） ◯ ④ ◯ ◯ ④ ◯

以内のもの）又は有効な校正結果証明書等(写)

１０ 自動車検査員教習修了証明書（写）等 （平成１４年国自整第６３号） ⑤ ⑤

１１ 共 当該設備の維持管理体制を記載した書面 （規則第１条第２項第５号） ◯ ◯

１２ 同 当該設備の共同使用に関する契約書の写（同一事業者にあ （規則第１条第２項第５号） ◯ ◯ ◯ ◯

使 っては確認書)

１３ 用 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積図 （規則第１条第２項第５号） ◯ ◯ ◯

１４ その他必要と認められる資料 ◯ ◯

（注）１．①及び②は、優良自動車整備事業者の認定を受けている事業場（特殊整備工場の認定は除く。）にあっては、新規申請書（第１号様式）中の、機械・工具及び計器類、車検実績、最近３ヶ月間における月平均車種別整備実績表

の記載を省略することができ、また貸借対照表及び損益計算書の添付を省略できるものとする。ただし、事業場組織図、機械工具及び計器類の保有状況一覧表については、認定以降変更がある場合は添付すること。

２．③は、共用設備の所有者の単なる氏名又は名称及び所在地の変更の場合は、第２号様式のみでよい。

３．④は、自動車検査用機械器具（定置式）の配置が変更になった場合に添付する。

４．⑤は、事業場を管轄する運輸支局で中部運輸局長の行う教習を修了した者については、届出書の資格要件欄に教習修了運輸局、教習修了番号及び修了年月日を記載することにより添付を省略することができる。

５．※１は、認証申請時に記載した１号様式（認証）の写に事業場平面図に追記することでよい。事業場平面図には自動車検査用機械器具の配置状況、整備用の主要な設備及び機器の配置状況、作業工程図を記載すること。

６．番号２の申請者（法人又は個人企業）の沿革、番号５及び番号１４の営業譲渡契約書、株主総会議事録等は、指定申請（廃止新規）であって事業場が複数の場合は、代表事業場へ添付するのみでよい。

７．※２は、２号様式（認証）にて提出すること。

８．申請者（法人又は個人企業）及び事業場の沿革は、自動車特定整備事業（認定、指定含む）については記載を省略することができる。

９．事業場組織図には、担当業務毎に担当者の氏名、経験年数、整備士等の資格等を記載すること。


